
まちづくりの推進に関する提言にかかる市の対応方針（案） 

企画財政課 

・「まちづくりの推進に関する提言書（審議会等について）」平成 25 年 11 月 5 日提出 

提言書の場所 提言等の内容 市の対応方針 

 

１．推進委員会での審議

過程 

（Ｐ２ ７行目～９行目） 

 

各界各層の多様な考えを持つ市民

が行政と意見交換する場として機能

することが重要であることを確認しまし

た。 

 

審議会等の設置・運営等に関するガ

イドライン（以下「ガイドライン」）を策定

し、審議会毎の特性に応じた設置・

運営等の基本的な方針を示します。 

 

（Ｐ２ １１行目～１４行目） 

 

審議会等に委員として委嘱された者

は職務としてその任に当たるもので、

所掌事項について審議等に参加する

という“責任と義務”があり、市政運営

上重要な案件を取り扱う合議機関の

構成員として、その責務を十分認識

する必要があります。 

 

職員に審議会等の設置に関する基

本事項の周知を図り、新たに委員とし

て選任された方に対し、委員としての

責務などを説明することを定めます。

（ガイドライン等で記載） 

 

 

 

３．提言事項 （Ｐ７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市職員の審議会等への委員とし

ての参加 

【提言１】 

充て職以外の市職員の審議会等

の委員としての参加は、法令等に定

めがある場合を除き、原則として委員

に委嘱しないことにすべき。 

 

審議会等の委員の選任に関する留

意事項として、市職員の審議会等へ

の委員としての参加を制限します。 

（２）公募委員数等の目標基準 

 

【提言２-１】 

公募委員割合の目標水準を現行

の総委員数の「２割」から「３割」に引

き上げる。 

 

審議会等の委員の選任に関する留

意事項として記載し、公募委員の割

合の目標水準を現行の「２割」から「３

割」に引き上げます。 

 

【提言２-２】 

機関毎の公募委員への応募者が

多数又は不足になることも想定した

選考要領などを策定し対策を講ず

る。 

 

職員に公募委員の選考方法等を示

し、現行の委員選考で実施していた

「抽選」による選考は廃止し、すべて

委員選考は、（仮称）選考審査会で

実施することとします。また、委員選

考にあたっては、委員選考に関する

基準等を各審議会毎に策定し、一定

の基準を持って選考するよう改善しま

す。 

（ガイドライン等で記載） 

資料３



 

（Ｐ７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｐ８） 

 

 

（３）委員の兼職制限 

【提言３】 

法令等で定めのある場合を除き、

１人の者が兼ねることができる審議会

等の委員数は３つ以内に制限する。 

(附帯) 再任についても、特別の事情

もなく１人の者が長く同一機関に継続

して委員として選任され続けるべきで

はないので、充て職など法令等で定

めがある場合を除き、一の審議会等

における委員の在任期間は制限す

る。 

 

１人が審議会等委員として兼職でき

る数を制限することとし、原則３機関

までとします。ただし、専門的な知識

や経験等を有する者で、他に適当な

者がいない場合や、その他特別な事

情が認められる場合は除かれます。 

また、再任についても、１の審議会等

の委員として、１０年を超える期間継

続して任命しないこととし、再任を制

限します。ただし、専門的な知識や経

験等を有する者で、他に適当な者が

いない場合や、その他特別な事情が

ある場合は除かれます。 

（４）組織管理体制の構築 

 

【提言４-１】 

審議会等を管理統制するための

組織体制を強化すること。 

 

企画財政課において、審議会等の設

置、運営等の状況を把握し、各部署

と連絡、協議しながら適正化を進め

ます。（ガイドライン等で記載） 

 

【提言４-２】 

 委員の選任方法等のガイドラインを

策定し、統一的な選考に関する基準

を設定するとともに、各機関の活動状

況等の実態についても把握し、統一

的基準に基づく運営がなされるよう環

境を整備する。 

 

審議会等の適切な設置、運営等を

図るため、ガイドラインを策定し、審議

会等の設置及び運営等に関する統

一的な基準を示し、これまで各所管

に委ねてきた選任方法部分を見直し

ます。また、現行例規についても、ガ

イドラインに沿った形で改正を実施し

ます。 

 

▼まとめ 

（Ｐ８ １２行目～１４行目） 

 

また、審議会等によっては若年層の

積極的な市政への参加により、中長

期的な将来を俯瞰する視点が加えら

れることも重要で、若年層にとっても

より住み良い協働のまちづくりに貢献

することになるものと考えられます。 

 

若い世代の審議会等の委員としての

参加を積極的に推進するよう努めま

す。（ガイドライン等に記載） 

 


